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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極群が積層された電極群積層体であって、各電極群は正極、負極、及び前記正
極と前記負極との間に介在している分離膜からなり、隣接する前記電極群のうちの一方の
前記正極と隣接する前記電極群のうちの他方の前記負極とが分離膜を挟んで対面するよう
に平面を基準として高さ方向に積層されており、
　隣接する二つの前記電極群のうち、下段に積層されている前記電極群の最上端面を構成
する電極の面積と、上段に積層されている前記電極群の最下端を構成する電極の面積とが
互いに異なっている部分を含むことにより、前記電極群積層体は階段構造を形成しており
、
　隣接する前記電極群間の境界における前記正極及び前記負極の面積に対する容量比（Ｎ
／Ｐ比または対抗比）が、隣接する二つの前記電極群のうち面積が相対的に大きい電極群
を構成する正極及び負極の面積に対する容量比（Ｎ／Ｐ比または対抗比）と同一またはそ
れよりも大きく、
　面積が相対的に小さい電極群を構成する負極のローディング量が、面積が相対的に大き
い電極群を構成する負極のローディング量と同一またはそれよりも大きいことを特徴とす
る、電極群積層体。
【請求項２】
　前記電極群が、平面を基準として高さ方向及び高さ方向の反対方向に積層されているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電極群積層体。
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【請求項３】
　ｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量と、ｎ番目の電極群を構成する正
極のローディング量とが同一であり、ｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング
量が、ｎ番目の電極群を構成する負極のローディング量よりも大きいことを特徴とする、
請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項４】
　ｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量と、ｎ番目の電極群を構成する負
極のローディング量とが同一であり、ｎ番目の電極群を構成する正極のローディング量が
、ｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量よりも大きいことを特徴とする、
請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項５】
　ｎ番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と、平面を基準として高さ方向にｎ番
目の電極群上に積層されたｎ＋１番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比との比が
、１：１であることを特徴とする、請求項３又は４に記載の電極群積層体。
【請求項６】
　ｎ－１番目の電極群を構成する正極のローディング量、ｎ番目の電極群を構成する正極
のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量が同一であり
、ｎ－１番目の電極群を構成する負極のローディング量が、ｎ番目の電極群を構成する負
極のローディング量よりも大きく、ｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量
が、ｎ番目の電極群を構成する負極のローディング量よりも大きいことを特徴とする、請
求項２に記載の電極群積層体。
【請求項７】
　ｎ－１番目の電極群を構成する負極のローディング量、ｎ番目の電極群を構成する負極
のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量が同一であり
、ｎ番目の電極群を構成する正極のローディング量が、ｎ－１番目の電極群を構成する正
極のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量よりも大き
いことを特徴とする、請求項２に記載の電極群積層体。
【請求項８】
　ｎ番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と、平面を基準として高さ方向にｎ番
目の電極群上に積層されたｎ＋１番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比との比が
、１：１であり、
　ｎ番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と、平面を基準として高さ方向の反対
方向にｎ番目の電極群上に積層されたｎ－１番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗
比との比が、１：１であることを特徴とする、請求項６又は７に記載の電極群積層体。
【請求項９】
　電極群間の境界で対面する正極及び負極の対抗比と、電極群を構成する正極及び負極の
対抗比との比が、１：１～３：１であることを特徴とする、請求項１に記載の電極群積層
体。
【請求項１０】
　電極群間の境界で対面する正極及び負極の対抗比と、電極群を構成する正極及び負極の
対抗比との比が、１：１～２：１であることを特徴とする、請求項９に記載の電極群積層
体。
【請求項１１】
　電極群間の境界で対面する正極及び負極の対抗比と、電極群を構成する正極及び負極の
対抗比との比が、１：１～１．５：１であることを特徴とする、請求項１０に記載の電極
群積層体。
【請求項１２】
　前記電極群が、正極板、負極板、及び前記正極板と前記負極板との間に介在している板
状の分離膜からなり、前記正極板と前記負極板とが前記分離膜を挟んで平面を基準として
高さ方向に積層されているスタック型電極群であることを特徴とする、請求項１に記載の
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電極群積層体。
【請求項１３】
　前記スタック型電極群が、最上段に積層された電極と、最下段に積層された電極との極
性が同一であることを特徴とする、請求項１２に記載の電極群積層体。
【請求項１４】
　前記スタック型電極群が、最上段に積層された電極と、最下段に積層された電極との極
性が互いに異なることを特徴とする、請求項１２に記載の電極群積層体。
【請求項１５】
　前記スタック型電極群の間に介在している分離膜が、分離板であることを特徴とする、
請求項１２に記載の電極群積層体。
【請求項１６】
　前記スタック型電極群の間に介在している分離膜が一単位の分離シートであり、前記分
離シートが、電極端子非形成部位であるスタック型電極群の側面を覆っていることを特徴
とする、請求項１２に記載の電極群積層体。
【請求項１７】
　前記分離シートが、スタック型電極群の側面に密着していることを特徴とする、請求項
１６に記載の電極群積層体。
【請求項１８】
　前記電極群が、一単位の正極シート、一単位の負極シート、及び前記正極シートと前記
負極シートとの間に介在している一単位の分離シートからなり、前記正極シートと前記負
極シートとが前記分離シートを挟んで巻き取られているジェリーロール型電極群であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項１９】
　前記電極群が、正極板、負極板、及び前記正極板と前記負極板との間に介在している一
単位の分離シートからなり、前記正極板と前記負極板とが分離シートを挟んで平面を基準
として高さ方向に積層されており、前記分離シートが、電極板の電極端子非形成部位であ
る側面を覆っているスタックアンドフォールディング型電極群であることを特徴とする、
請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項２０】
　前記電極群が、スタック型電極群、ジェリーロール型電極群及びスタックアンドフォー
ルディング型電極群からなる群から選択された２つ以上であることを特徴とする、請求項
１に記載の電極群積層体。
【請求項２１】
　前記電極群が、対称または非対称に積層されていることを特徴とする、請求項２に記載
の電極群積層体。
【請求項２２】
　面積が相対的に小さい電極群を構成する正極及び負極の対抗比が、面積が相対的に大き
い電極群を構成する正極及び負極の対抗比と同一またはそれよりも大きいことを特徴とす
る、請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項２３】
　面積が相対的に小さい電極群を構成する正極のローディング量が、面積が相対的に大き
い電極群を構成する正極のローディング量と同一またはそれよりも小さいことを特徴とす
る、請求項１に記載の電極群積層体。
【請求項２４】
　請求項１から２３の何れか一項に記載の電極群積層体が電池ケースに内蔵されているこ
とを特徴とする、リチウム二次電池。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のリチウム二次電池を電源として使用する、デバイス。
【請求項２６】
　前記デバイスが、携帯電話、携帯用コンピュータ、スマートフォン、スマートパッド、
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ネットブック、ＬＥＶ、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド
電気自動車、または電力貯蔵装置であることを特徴とする、請求項２５に記載のデバイス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池の電池ケース内に内蔵される電極群積層体に係り、詳細には、階段
構造の電極群積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）技術の目覚ましい発達に伴い
、様々な携帯型情報通信機器の拡散により、２１世紀は、時間と場所にとらわれずに高品
質の情報サービスが可能な‘ユビキタス社会’に発展している。
【０００３】
　このようなユビキタス社会への発展のベースには、リチウム二次電池が重要な位置を占
めている。具体的には、充放電の可能なリチウム二次電池は、ワイヤレスモバイル機器の
エネルギー源として広範囲に使用されているだけでなく、化石燃料を使用する既存のガソ
リン車両、ディーゼル車両などの大気汚染などを解決するための方案として提示されてい
る電気自動車、ハイブリッド電気自動車などのエネルギー源としても使用されている。
【０００４】
　上記のように、リチウム二次電池が適用されるデバイスの多様化に伴い、リチウム二次
電池は、適用されるデバイスに適した出力と容量を提供できるように多様化されている。
なお、小型軽薄化が強力に要求されている。
【０００５】
　携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ノートパソコンなどのような小型モバイル機器に
は、当該製品の小型軽薄化の傾向によって、それに相応するようにデバイス１台当たり１
つ、または２つから４つの小型軽量の電池セルが使用されている。
【０００６】
　電気自転車、電気バイク、電気自動車、ハイブリッド電気自動車などのような中大型デ
バイスには、高出力大容量の必要性により、複数の電池セルを電気的に接続した中大型電
池モジュール（中大型電池パック）が使用されている。電池モジュールの大きさ及び重量
は、当該中大型デバイスなどの収容空間及び出力などに直接的な関連性があるので、製造
メーカーは可能な限り小型かつ軽量の電池モジュールを製造しようと努力している。
【０００７】
　このような電池モジュールまたは電池パックの単位電池としては、その形状に応じて円
筒形電池セル、角形電池セル、パウチ型電池セルなどが使用されており、その中でも、高
い集積度で積層可能であり、重量当たりのエネルギー密度が高く、低コストであり、変形
が容易なパウチ型電池セルが多くの関心を集めている。
【０００８】
　図１及び図２には、従来の代表的なパウチ型二次電池の一般的な構造が分解斜視図とし
て模式的に示されている。
【０００９】
　図１を参照すると、パウチ型電池１００は、複数の電極タブ２１，２２が突出している
電極組立体２０と、電極タブ２１，２２にそれぞれ接続されている２つの電極リード３０
，３１と、電極リード３０，３１の一部が外部に露出するように電極組立体２０を収納及
び密封する構造の電池ケース４０とを含む構成となっている。
【００１０】
　電池ケース４０は、電極組立体２０が装着される凹状の収納部４１を含む下部ケース４
２と、そのような下部ケース４２の蓋であって、電極組立体２０を密封する上部ケース４
３とからなっている。上部ケース４３と下部ケース４２は、電極組立体２０を内蔵した状
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態で熱融着されて、上端シーリング部４４、側面シーリング部４５，４６、及び下端シー
リング部４７を形成する。
【００１１】
　図１では、上部ケース４３と下部ケース４２がそれぞれ別途の部材として表示されてい
るが、図２に示すように、一側端部が一体に連続しているヒンジ式構造も可能である。
【００１２】
　また、図１及び図２は、電極タブと電極リードとが接続された構造の電極端子が一端に
共に形成されている構造のパウチ型電池セルを示しているが、電極端子が一端と他端にそ
れぞれ形成されている構造のパウチ型電池セルなども、上記のような方法で作製できるこ
とはもちろんである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記の電極組立体は、図１及び図２に示すように、略直方体の形状に製造されることが
一般的であり、このような電極組立体が電池ケース内に内蔵されて、直方体状のパウチ型
電池セルが作製され、パウチ型電池セルが積層されて、直方体状の電池パックが完成され
る。
【００１４】
　しかし、このような直方体状の電池セルと電池パックが適用されるデバイスのデザイン
は直方体状ではない場合もある。例えば、スマートフォンの場合には、優れた把持感を有
するように側面が曲線処理されていることもある。
【００１５】
　しかし、このように曲線処理された部分を有するようにデザインされたデバイスの場合
において、直方体状の電池セルまたは電池パックは、デバイスの内部の空間活用度に限界
がある。
【００１６】
　すなわち、曲線処理された部分には、電池セルまたは電池パックを装着できないデッド
スペースが形成される。このようなデッドスペースは、結局、デバイスの体積当たりの容
量を低下させるという問題がある。
【００１７】
　本出願の発明者らは、上記のような従来技術の問題点を解決するために、デバイスの体
積当たりの容量を最大限向上させることができる階段構造が形成された電極群積層体、及
びそれを含むリチウム二次電池を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するための、本発明に係る電極群積層体は、
　正極、負極、及び正極と負極との間に介在している分離膜を含む電極群が、分離膜を挟
んで正極と負極とが対面するように平面を基準として高さ方向に積層されている、電極群
の積層構造を含み、
　電極群の積層構造は、電極群の境界で互いに対向している面の面積が互いに異なる電極
群を含み、
　電極群の境界において正極及び負極の対向面積に対する容量比（Ｎ／Ｐ比または対抗比
）は、積層された電極群のうち対向面積が相対的に大きい電極群を構成する正極及び負極
の対向面積に対する容量比（Ｎ／Ｐ比または対抗比）と同一または大きいことを特徴とす
る。
【００１９】
　前記電極群は、正極、負極、及び正極と負極との間に介在している分離膜を含む構造で
あれば、特に制限されるものではないが、具体的な具現例として、スタック型電極群、ジ
ェリーロール型電極群，スタックアンドフォールディング型電極群であってもよい。
【００２０】
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　前記スタック型電極群は、正極板、負極板、及び正極板と負極板との間に介在している
板状の分離膜を含み、正極板と負極板が分離膜を挟んで平面を基準として高さ方向に積層
されている構造からなることができる。
【００２１】
　前記正極板、負極板、分離板は平板状であってもよく、曲面を有する板状であってもよ
い。
【００２２】
　前記正極板、負極板、分離板の形状は、特に制限されず、平行六面体形状であってもよ
く、平面視で多角形、円形などであってもよい。
【００２３】
　前記正極板、負極板、分離板の角部は全て直角に処理されていてもよく、少なくとも１
つの角部が曲線処理されていてもよい。例えば、平面視で四角形状の正極板の４個の角部
のうちの少なくとも１つは曲線をなしていてもよい。上記のように、少なくとも１つの角
部が曲線処理されている場合、落下時に曲線処理された角部に加わる衝撃を緩和すること
ができるので、落下安全性が向上するという効果がある。
【００２４】
　前記スタック型電極群は、最上段に積層された電極と最下段に積層された電極との極性
が同一であってもよく、最上段に積層された電極と最下段に積層された電極との極性が異
なっていてもよい。
【００２５】
　最上段に積層された電極と最下段に積層された電極が両方とも正極であってもよく、両
方とも負極であってもよい。
【００２６】
　最下段及び／又は最上段に積層された電極が正極である場合には、負極スラリー層と対
面する面積にのみ正極スラリーが塗布されていてもよい。
【００２７】
　前記スタックアンドフォールディング型電極群は、正極板、負極板、及び正極板と負極
板との間に介在している一単位の分離シートを含み、正極板と負極板が分離シートを挟ん
で平面を基準として高さ方向に積層されており、前記分離シートは、電極板の電極端子非
形成部位である側面を覆っている構造からなることができる。
【００２８】
　前記スタックアンドフォールディング型電極群は、分離シート上にスタック型電極群を
配置した状態で分離シートを巻き取る方式で製造されたもの、及び分離シート上にスタッ
ク型電極群を配置した状態で分離シートを折り曲げる方式で製造されたものなどを全て含
む。
【００２９】
　前記正極板、負極板は、平板状であってもよく、曲面を有する板状であってもよい。前
記正極板、負極板の形状は、特に制限されず、平行六面体形状であってもよく、平面視で
多角形、円形などであってもよい。前記正極板、負極板の角部は全て直角に処理されてい
てもよく、少なくとも１つの角部が曲線処理されていてもよい。例えば、平面視で四角形
状の正極板の４個の角部のうちの少なくとも１つは曲線をなしていてもよい。上記のよう
に、少なくとも１つの角部が曲線処理されている場合、落下時に曲線処理された角部に加
わる衝撃を緩和することができるので、落下安全性が向上するという効果がある。
【００３０】
　前記分離シートは、正極板と負極板との間に配置されて正極板と負極板とを隔離すると
同時に、正極端子または負極端子が形成されていない正極板の側面または負極板の側面を
覆うことができる程度の所定の長さに形成されている分離膜で定義することができる。
【００３１】
　前記分離シートは、電極板の側面を覆った状態で正極板と負極板との間に介在するので
、繰り返される充放電によって電極板と分離シートとの界面接触を堅固に維持することが



(7) JP 6228226 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

できる。具体的に、分離シートを巻き取るときに発生する引張力は、電極板と分離シート
との界面を密着する圧力を提供することができる。
【００３２】
　前記分離シートの末端は熱融着されるか、またはテープで固定されてもよい。
【００３３】
　前記ジェリーロール型電極群は、一単位の正極シート、一単位の負極シート、及び正極
シートと負極シートとの間に介在している一単位の分離シートを含み、正極シートと負極
シートが分離シートを挟んで巻き取りされている構造からなることができる。
【００３４】
　前記正極シート、負極シート及び分離シートは、正極シートと負極シートとの間に分離
シートを介在した状態でワインディングしてロールを形成できる程度の所定の長さを有す
るシートで定義することができる。
【００３５】
　前記電極群は、スタック型電極群、ジェリーロール型電極群、スタックアンドフォール
ディング型電極群からなる群から選択された２つ以上の電極群の組み合わせであってもよ
い。
【００３６】
　スタック型電極群、ジェリーロール型電極群、スタックアンドフォールディング型電極
群の構造及び製造方法などについては、本発明の属する技術分野における通常の知識を有
する者に公知となっているので、以下では、これ以上の詳細な説明は省略する。
【００３７】
　スタック型電極群、ジェリーロール型電極群、スタックアンドフォールディング型電極
群の構造及び製造方法などに関して本発明の属する分野における通常の知識を有する者に
公知となった内容は、本発明の内容に組み込まれる。
【００３８】
　前記の電極群は、平面を基準として高さ方向、または高さ方向及び高さ方向の反対方向
に積層されていてもよい。
【００３９】
　上記において、平面は、地面または地面に垂直な平面であってもよく、例えば、“平面
を基準として高さ方向に沿って積層される”ということは、電極群が地面から重力方向ま
たは重力の反対方向に積層され得ることを意味することができる。したがって、電極群の
積層方向は、重力方向または重力の反対方向であってもよい。これは、電極群を構成する
電極が平面を基準として高さ方向に積層されている場合にも同様である。
【００４０】
　また、前記電極群は、平面を基準として高さ方向及び高さ方向の反対方向に積層されて
いてもよい。すなわち、電極群が、地面から重力方向及び重力の反対方向に積層されてい
てもよい。このとき、前記電極群は、対称または非対称的に積層されていてもよい。
【００４１】
　前記の電極群は、分離膜を挟んで正極と負極とが対面するように積層されている。
【００４２】
　このとき、前記電極群がスタック型電極群である場合、前記分離膜は分離板であっても
よく、分離シートであってもよい。前記分離シートは、電極群の境界で電極群を隔離し、
電極端子非形成部位である側面を覆っていてもよい。
【００４３】
　このとき、前記分離シートは、階段構造を形成するそれぞれの段から所定距離離隔して
いてもよい。すなわち、階段構造を形成するそれぞれの段の外周面に密着していなくても
よい。
【００４４】
　この場合、本発明に係る電極群積層体を含むリチウム二次電池の外周面を、リチウム二
次電池が内蔵されるデバイスの曲面の曲率に沿って形成しにくいことがある。
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【００４５】
　したがって、好ましくは、前記分離シートは、スタック型電極群の側面、具体的には、
階段構造を構成するそれぞれの段の外周面に密着していてもよい。分離シートの厚さは、
５～３００μｍ、５～２００μｍ、５～１００μｍ、５～５０μｍ、５～３０μｍ、５～
２５μｍ、５～２０μｍ、１０～２０μｍであってもよく、分離シートの厚さが薄いほど
放電容量を増加させることができる。上述した分離膜の場合にも同様である。
【００４６】
　このように、分離シートの厚さが非常に薄いため、分離シートを、階段構造を構成する
それぞれの段の外周面に密着させることが容易ではない。本発明によれば、前記分離シー
トは、切断、熱処理、または切断後の熱処理によってそれぞれの段の外周面に密着させる
ことができる。
【００４７】
　前記電極群がジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディング型電極群
である場合には、ジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディング型電極
群の間に電極板が介在していてもよい。
【００４８】
　ジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディング型電極を積層するとき
、電極群の境界で正極と負極とが対面できない場合が発生することがあり、この場合、ジ
ェリーロール型電極群とスタックアンドフォールディング型電極群の構造的特徴により、
既に製造されたジェリーロール型電極群とスタックアンドフォールディング型電極群の配
列を変更するのに多くの時間及びコストが消耗されるという問題がある。
【００４９】
　上記の場合、ジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディング型電極群
の間に電極板を介在する場合、製造工程性を向上させることができる。
【００５０】
　このような電極群の積層構造は、電極群の境界において階段構造を形成する。
【００５１】
　電極群の境界で階段構造が形成されるために、積層された電極群の大きさ、または電極
群の積層境界で互いに対向している面の面積が互いに異なっていてもよい。
【００５２】
　例えば、積層された電極群のうち、下段に積層されている電極群の最上端面を構成する
電極と、上段に積層されている電極群の最下端を構成する電極との大きさ又は面積が互い
に異なっていてもよい。
【００５３】
　このとき、好ましくは、大きさ又は面積が相対的に大きい電極が負極であってもよく、
その結果、充放電時の樹枝状成長を最小化し、本発明に係る電極群積層体を含むリチウム
二次電池の安全性を向上させることができる。
【００５４】
　ただし、大きさ又は面積が相対的に大きい電極が正極である場合を排除するものではな
い。相対的に大きさ又は面積が大きい電極が正極である場合には、負極スラリー層と対面
する面積にのみ正極スラリーが塗布されていてもよい。
【００５５】
　前記階段構造を構成する段の高さと幅は、電極群積層体を含むリチウム二次電池が内蔵
されるデバイスの曲面形状、具体的には曲面の曲率に応じて変わり得る。
【００５６】
　電極群の境界での正極及び負極の対向面積に対する容量比（Ｎ／Ｐ比または対抗比）は
、積層された電極群のうち対向面積が相対的に大きい電極群を構成する正極及び負極の対
向面積に対する容量比（Ｎ／Ｐ比または対抗比）と同一または大きい。
【００５７】
　電極群の境界での対抗比が、対向面積が相対的に大きい電極群を構成する正極及び負極
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の対抗比よりも小さい場合には、本発明に係る電極群積層体を内蔵するリチウム二次電池
の性能に問題が発生するため好ましくない。
【００５８】
　電極群の境界で対面する正極及び負極の対抗比と、電極群を構成する正極及び負極の対
抗比との比は、１：１～３：１、１：１～２：１、１：１～１．５：１であってもよい。
【００５９】
　前記対抗比は、下記式１を用いて算出することができる。
【００６０】
【数１】

【００６１】
　上記式中、
　単位面積当たりの負極の充電容量は、単位面積当たりの負極のローディング量（ｇ／ｃ
ｍ２）×活物質における負極活物質の割合（％）×単位重量当たりの負極の充電容量（ｍ
Ａｈ／ｇ）であり、
　負極の効率は、（負極の放電容量／負極の充電容量）×１００であり、
　正極の単位面積当たりの設計容量は、設計容量／コーティングされた正極の面積であり
、
　設計容量は、正極のローディング量（ｇ）×活物質における正極活物質の割合（％）×
単位重量当たりの正極の充電量（ｍＡｈ／ｇ）－負極の不可逆容量（ｍＡｈ）である。
【００６２】
　単位重量当たりの正極の充電容量、単位重量当たりの負極の充電容量、放電容量及び不
可逆容量などは、それぞれ下記のような方法で測定することができる。
【００６３】
　１）単位重量当たりの正極の充電容量の測定方法：ハーフセルを作製して、片方の電極
を評価しようとする正極とし、対向電極をリチウムメタルで構成して、低いレート（０．
２Ｃ以降）で充電するときの容量を測定して、ハーフセルの重量で正規化した値
　２）単位重量当たりの負極の充電容量の測定方法：ハーフセルを作製して、片方の電極
を評価しようとする負極とし、対向電極をリチウムメタルで構成して、低いレート（０．
２Ｃ以降）で充電するときの容量を測定して、ハーフセルの重量で正規化した値
　３）単位重量当たりの負極の放電容量の測定方法：ハーフセルを作製して、片方の電極
を評価しようとする負極とし、対向電極をリチウムメタルで構成して、低いレート（０．
２Ｃ以降）で充電した後、放電するときの容量を測定して、ハーフセルの重量で正規化し
た値
　４）単位重量当たりの負極の不可逆容量の測定方法：負極のハーフセルの１回の充放電
時に生じる容量の差を測定
　５）単位面積当たりの負極のローディング量の定義：単位面積当たりの負極集電体にコ
ーティングされる負極活物質の重量
　６）単位面積当たりの正極のローディング量の定義：単位面積当たりの正極集電体にコ
ーティングされる正極活物質の重量
【００６４】
　電極群の境界での対抗比を、対向面積が相対的に大きい電極群を構成する正極及び負極
の対抗比よりも大きくするための一つの具体的な実施例において、ｎ番目の電極群を構成
する正極のローディング量と、ｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量とは
同一であり、ｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量は、ｎ番目の電極群を
構成する負極のローディング量よりも大きくてもよい。
【００６５】
　また、ｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量と、ｎ番目の電極群を構成
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する負極のローディング量とは同一であり、ｎ番目の電極群を構成する正極のローディン
グ量は、ｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量よりも大きくてもよい。
【００６６】
　このとき、ｎ番目の電極群を構成する電極の大きさ又は面積は、ｎ＋１番目の電極群を
構成する電極の大きさ又は面積に比べて大きい。
【００６７】
　電極群の境界での対抗比を、電極群を構成する正極及び負極の対抗比よりも大きくする
ための他の一つの具体的な実施例において、ｎ－１番目の電極群を構成する正極のローデ
ィング量、ｎ番目の電極群を構成する正極のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構
成する正極のローディング量は同一であり、ｎ－１番目の電極群を構成する負極のローデ
ィング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量は、ｎ番目の電極群を
構成する負極のローディング量よりも大きくてもよい。
【００６８】
　また、ｎ－１番目の電極群を構成する負極のローディング量、ｎ番目の電極群を構成す
る負極のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する負極のローディング量は同一
であり、ｎ番目の電極群を構成する正極のローディング量は、ｎ－１番目の電極群を構成
する正極のローディング量及びｎ＋１番目の電極群を構成する正極のローディング量より
も大きくてもよい。
【００６９】
　この場合、ｎ番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と、ｎ番目の電極群上に積
層されたｎ＋１番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比との比は１：１であり、ｎ
番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と、平面を基準として高さ方向の反対方向
にｎ番目の電極群上に積層されたｎ－１番目の電極群を構成する正極及び負極の対抗比と
の比は１：１であってもよい。
【００７０】
　このとき、ｎ番目の電極群を構成する電極の大きさ又は面積は、ｎ－１番目の電極群を
構成する電極の大きさ又は面積及びｎ＋１番目の電極群を構成する電極の大きさ又は面積
に比べて大きい。
【００７１】
　電極群の境界での対抗比が、積層された電極群のうち対向面積が相対的に大きい電極群
を構成する正極及び負極の対抗比と同一または大きい条件を満足する限り、対向面積が相
対的に小さい電極群を構成する正極及び負極の対抗比は、対向面積が相対的に大きい電極
群を構成する正極及び負極の対抗比と同一または大きくてもよい。
【００７２】
　また、電極群の境界での対抗比が、積層された電極群のうち対向面積が相対的に大きい
電極群を構成する正極及び負極の対抗比と同一または大きい条件を満足する限り、対向面
積が相対的に小さい電極群を構成する負極のローディング量は、対向面積が相対的に大き
い電極群を構成する負極のローディング量と同一または大きくてもよい。
【００７３】
　また、電極群の境界での対抗比が、積層された電極群のうち対向面積が相対的に大きい
電極群を構成する正極及び負極の対抗比と同一または大きい条件を満足する限り、対向面
積が相対的に小さい電極群を構成する正極のローディング量は、対向面積が相対的に大き
い電極群を構成する正極のローディング量と同一または小さくてもよい。
【００７４】
　電極の空隙率が同じ条件において、電極のローディング量は電極の厚さで確認すること
ができ、電極の厚さはイオンミリングを用いて確認することができる。
【００７５】
　一方、前記電極群がジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディング型
電極群である場合には、前記ジェリーロール型電極群またはスタックアンドフォールディ
ング型電極群の間に介在している電極板と電極群の境界での正極及び負極の対抗比が、電
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極板の対向面積に比べて相対的に対向面積が大きい電極群を構成する正極及び負極の対抗
比と同一または大きくてもよい。
【００７６】
　本発明は、前記の電極群積層体が電池ケースに内蔵されているリチウム二次電池、及び
前記リチウム二次電池を電源として用いるデバイスを提供する。
【００７７】
　前記デバイスは、携帯電話、携帯用コンピュータ、スマートフォン、スマートパッド、
ネットブック、ＬＥＶ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）、電気自
動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、及び電力貯蔵装置
などであってもよい。
【００７８】
　前記リチウム二次電池の構造、構成要素及び製造方法などは、本発明の属する技術分野
における通常の知識を有する者に公知となっているので、以下では、これについての詳細
な説明は省略する。
【００７９】
　リチウム二次電池の構造、構成要素及び製造方法に関して本発明の属する分野における
通常の知識を有する者に公知となった内容は、本発明の内容に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】従来の代表的なパウチ型二次電池の分解斜視図である。
【図２】従来の代表的なパウチ型二次電池の分解斜視図である。
【図３】本発明に係るスタック型電極群を構成する電極板及び分離板の斜視図を模式的に
示した図である。
【図４】本発明に係るスタック型電極群を構成する電極板及び分離板の垂直断面図を模式
的に示した図である。
【図５】最上段の電極板と最下段の電極板との極性が互いに異なるスタック型電極群の垂
直断面図の模式図である。
【図６】最上段の電極板と最下段の電極板との極性が互いに異なるスタック型電極群の垂
直断面図の模式図である。
【図７】最上段の電極板と最下段の電極板との極性が同一であるスタック型電極群の垂直
断面図の模式図である。
【図８】本発明の一実施例に係る電極群積層体の斜視図である。
【図９】本発明の他の一実施例に係る電極群積層体の垂直断面図の模式図である。
【図１０】図９の電極群積層体の展開図の模式図である。
【図１１】本発明に係る実施例及び比較例のサイクル特性を比較した比較実験結果である
。
【発明を実施するための形態】
【００８１】
　以下では、本発明の実施例に係る図面を参照して説明するが、これは、本発明のより容
易な理解のためのものであり、本発明の範疇がそれによって限定されるものではない。
【００８２】
　図３及び図４には、本発明に係る電極組立体を構成する正極板１３０、負極板１７０及
び分離板１５０が模式的に示されている。図３及び図４を共に参照すると、正極板１３０
は、正極集電体１３６上に正極スラリー１３２が塗布されている構造であり、負極板１７
０は、負極集電体１７６に負極スラリー１７２が塗布されている構造である。
【００８３】
　図３の正極板１３０は、正極スラリー１３２が正極集電体１３６の上下両面に塗布され
ており、負極板１７０は、負極スラリー１７２が負極集電体１７６の上下両面に塗布され
ている。図３及び図４の正極板１３０及び負極板１７０は、全長Ｌ１、全幅Ｓ１、全高Ｈ
を有する平行直方体の形状からなっている。
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【００８４】
　図５から図７には、図４の正極板１３０と負極板１７０とが分離板１５０を挟んで積層
面と平行な平面を基準として高さ方向に沿って交互に積層されている積層型電極群３００
，４００の垂直断面図が模式的に示されている。
【００８５】
　図５及び図６のスタック型電極群２１０，２２０，２３０，２４０，２５０は、積層さ
れた電極板のうち最上段の電極板と最下段の電極板との極性が互いに異なる。図７のスタ
ック型電極群３１０，３２０，３３０は、積層された電極板のうち最上段の電極板と最下
段の電極板との極性が互いに同一である。
【００８６】
　スタック型電極群２２０，２５０，３３０において最下段に積層されている正極板は、
上段に積層された負極板と対面する一面にのみ正極スラリーが塗布されている。
【００８７】
　図８には、本発明の一実施例に係る電極群積層体の斜視図が示されている。これを参照
すると、大きさ又は面積が互いに異なるスタック型電極群２３０，２４０，３１０が積層
されており、スタック型電極群２３０，３１０の境界及びスタック型電極群２４０，３１
０の境界には階段構造が形成されている。
【００８８】
　図９には、本発明の他の一実施例に係る電極群積層体の垂直断面図が示されている。
【００８９】
　これを参照すると、平面を基準として、最上段と最下段の電極板の極性が同一である電
極群４００Ａ，４００Ｂ，４００Ｃ，４００Ｄ，４００Ｅ，４００Ｆ，４００Ｇ，４００
Ｈ，４００Ｉが、高さ方向及び高さ方向と反対方向の両方向に積層されている。
【００９０】
　具体的に、最下段には、同一の大きさ又は面積のスタック型電極群４００Ｉ，４００Ｇ
が積層されており、その上には、スタック型電極群４００Ｉ，４００Ｇに比べて大きさ又
は面積が大きいスタック型電極群４００Ｅ，４００Ｃが積層されており、その上には、ス
タック型電極群４００Ｅ，４００Ｃに比べて大きさ又は面積が大きいスタック型電極群４
００Ａが積層されており、その上には、スタック型電極群４００Ａに比べて大きさ又は面
積が小さいスタック型電極群４００Ｂ，４００Ｄが積層されており、その上には、スタッ
ク型電極群４００Ｂ，４００Ｄに比べて大きさ又は面積が小さいスタック型電極群４００
Ｆ，４００Ｈが順に積層されている。
【００９１】
　電極群４００Ｉ，４００Ｇ，４００Ｅ，４００Ｃ，４００Ａ，４００Ｂ，４００Ｄ，４
００Ｆ，４００Ｈの側面は分離フィルム４５０で覆われており、電極端子（図示せず）は
、図から突出する方向に形成されている。電極群４００Ｉ，４００Ｇ，４００Ｅ，４００
Ｃ，４００Ａ，４００Ｂ，４００Ｄ，４００Ｆ，４００Ｈが積層されている積層体の外周
面もまた分離シート４５０で覆われている。
【００９２】
　分離シート４５０は、電極群４００Ｉ，４００Ｇ，４００Ｅ，４００Ｃ，４００Ａ，４
００Ｂ，４００Ｄ，４００Ｆ，４００Ｈの積層体の外周面を覆った後、熱融着で固定され
るか、またはテープで固定されてもよい。
【００９３】
　図９において、分離シート４５０は、積層体の外周面を覆った後、テープで固定されて
いる。
【００９４】
　図１０には、図９の電極群積層体の展開図の模式図が示されている。
【００９５】
　これを参照すると、大きさ又は面積が最も大きい電極群４００Ａが、ワインディング（
ｗｉｎｄｉｎｇ）が開始される右側端部に配置されており、電極群４００Ａに比べて大き
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状態でワインディング方向に沿って配置されており、電極群４００Ｂ，４００Ｃに比べて
大きさ又は面積が小さい電極群４００Ｄ，４００Ｅが、電極群４００Ｃから所定距離離隔
した状態でワインディング方向に沿って配置されており、電極群４００Ｄ，４００Ｅに比
べて大きさ又は面積が小さい電極群４００Ｆ，４００Ｇが、電極群４００Ｅから所定距離
離隔した状態でワインディング方向に沿って配置されており、電極群４００Ｆ，４００Ｇ
に比べて大きさ又は面積が小さい電極群４００Ｈ，４００Ｉが、電極群４００Ｇから所定
距離離隔した状態でワインディング方向に沿って配置されている。
【００９６】
　上記のように配列されている電極群４００Ａ，４００Ｂ，４００Ｃ，４００Ｅ，４００
Ｅ，４００Ｆ，４００Ｇ，４００Ｈ，４００Ｉを、巻き始め点に配列された電極群４００
Ａから巻き終わり点に配列された電極群４００Ｉに巻いて行く巻き取り方向にワインディ
ングすることによって、図９の電極群積層体を形成することができる。
【００９７】
　図１０において電極群４００Ａ，４００Ｂ，４００Ｃ，４００Ｄ，４００Ｅ，４００Ｆ
，４００Ｇ，４００Ｈ，４００Ｉは、平面視で角部のうちの１つが曲線をなしている。
【００９８】
　勿論、平面視で角部が直角をなしている場合にも、図１０のように電極群４００Ａ，４
００Ｂ，４００Ｃ，４００Ｄ，４００Ｅ，４００Ｆ，４００Ｇ，４００Ｈ，４００Ｉを配
列して、図９の電極群積層体を作製できる。
【００９９】
　＜実施例＞
　下記表１から３でのように正極板及び負極板を作製して、本発明に係る電極群積層体を
作製した。
【０１００】
【表１】

【０１０１】
【表２】

【０１０２】
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【表３】

【０１０３】
　＜実験例＞
　実施例及び比較例に係る電極群積層体を内蔵したリチウム二次電池を用いて、２５℃で
５００回充放電を繰り返し実施した後、その結果を図１１に示した。
【０１０４】
　５００回の充放電を実施したときの電気容量が１回充放電後の電気容量対比６０％以上
であり、電極組立体全体の厚さ変化率が１５％以下であることを確認することができる。
【０１０５】
　本発明の属する分野における通常の知識を有する者であれば、上記内容に基づいて本発
明の範疇内で様々な応用及び変形を行うことが可能であろう。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　以上で説明したように、本発明に係る電極群積層体は、デバイスの曲面の曲率に応じて
変化する階段構造を含んでいるので、従来の電極組立体とは異なりデバイスの内部のデッ
ドスペースを活用して、デバイスの体積当たりの容量を向上させるという効果がある。
【符号の説明】
【０１０７】
　２０　電極組立体
　２１　電極タブ
　２２　電極タブ
　３０　電極リード
　３１　電極リード
　４０　電池ケース
　４１　収納部
　４２　下部ケース
　４３　上部ケース
　４４　上端シーリング部
　４５　側面シーリング部
　４６　側面シーリング部
　４７　下端シーリング部
　１００　パウチ型電池
　１３０　正極板
　１３２　正極スラリー
　１３６　正極集電体
　１３８　正極端子
　１５０　分離板
　１７０　負極板
　１７２　負極スラリー
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　１７６　負極集電体
　１７８　負極端子
　２１０　スタック型電極群
　２２０　スタック型電極群
　２３０　スタック型電極群
　２４０　スタック型電極群
　２５０　スタック型電極群
　３００　積層型電極群
　３１０　スタック型電極群
　３２０　スタック型電極群
　３２０　スタック型電極群
　４００　積層型電極群
　４００Ａ　スタック型電極群
　４００Ｂ　スタック型電極群
　４００Ｃ　スタック型電極群
　４００Ｄ　スタック型電極群
　４００Ｅ　スタック型電極群
　４００Ｆ　スタック型電極群
　４００Ｇ　スタック型電極群
　４００Ｈ　スタック型電極群
　４００Ｉ　スタック型電極群
　４５０　分離フィルム
　５００　電極群積層体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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